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学校主体の改革 
教育委員会主体の改革 

次世代を生き抜く児童・生徒の育成 

教職員のワーク・ライフ・バランスの実現 

質の高い教育の展開 意欲・能力の発揮 

＜本市の状況＞ 

 働き方改革の重点目標として「恒常的に 20時以降学校に残って
仕事をする職員をなくすようにすること」「部活動の休養日として
土日を含む週２日以上を設定すること」の２点を掲げ取組を推進
しているが、総実勤務時間の縮減は、今後も本市の重点課題であ
る。 
 時間外勤務の要因となっている業務内容は、小学校では、教材
研究、成績採点、分掌業務、保護者対応中学校では、教材研究、
部活動、分掌業務、保護者対応等である。 

＜働き方改革方針＞ 

○教育委員会と学校現場が一体となって、次の３つ

の柱に沿って働き方改革を推進する。 

① 教育委員会が行う学校指導体制の整備 

② 学校における業務改善 

③ 働き方に対する教職員の意識改革 

○総実勤務時間の短縮により、教職員が心身ともに

充実した状態で意欲と能力を十分に発揮し、質の

高い教育の実現を目指す。 

・学校行事、PTA行事の精選 
・校務分掌の見直し 

・教育課程の見直し 
・NO残業デー、NO会議デーの

設定 
・ICT の活用（事務処理、授
業、欠席連絡への活用） 

・部活動のスリム化 

・20時以降の業務の解消 
 

※その他、各校において実効性

のある取組を推進する。 

 

業務改善 

・勤務時間（7 時間 45 分）を
意識 

・優先順位をつけた効率的な
業務 

・仕事と育児、介護等の両立 
・自己健康管理の実行 
・セルフマネジメント力の育
成 

・現場発想による業務改善の
提案 

教職員の意識改革 

学校指導体制の整備 学校組織マネジメントの向上 

★校務効率化を図る取組の推進★ 
・校務支援システムの導入 

・教師用デジタル教科書の配備 

・自動採点システムの導入 

★スタッフの拡充★ 

・SC、特支支援員、JTE等の配置 
・部活動指導員の配置 
・学習指導員の配置 
★勤務環境改善の取組の推進★ 
・学校事務共同実施の推進 
・時間外自動応答電話の導入 
・研修や研究会の精選 
・学校閉鎖日の設定 
★教職員への意識付け・啓発の推進★ 
・出退勤管理システムの導入 
・ストレスチェックの実施 
★地域、保護者との連携★ 
・地域学校協働本部事業の推進 
・保護者への啓発 
 

市教委 

 

・京都式「チーム学校」

推進事業 

・SC、SSW、教員業務支援

員の配置 

・教科担任制の推進 

・部活動指導員の配置 

・「京都式チーム学校・業

務改善対策推進協議

会」との連携 

・勤務時間調査（抽出） 

府教委 

一体に推進 


